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●運営体制（順不同）
理事長 粟津 浜一 株式会社携帯市場
副理事長 舩橋 吉威 ブックオフコーポレーション株式会社
理事 有馬 知英 日本テレホン株式会社

杉 研也 株式会社パシフィックネット
長谷 真彦 株式会社ソフマップ
田中 開新 株式会社イオシス
執行 達也 エコケー株式会社

監事 宮坂 浩一 株式会社クリエージェンシー
会員 26社 正会員：16社 賛助会員10社

-----------------------------------------------------------------------------------------
➢ リユースモバイル事業者認証委員会：５名（外部有識者４名含む）
➢ オブザーバー ：総務省（リユースモバイル認証制度オブザーバー）

一般社団法人リユースモバイル・ジャパン 1

●概要：
リユースモバイル端末市場の健全な発展と消費者保護を目的として、「リユースモバイル・ジャパン
（RMJ）」を設立、2020年4月7日に一般社団法人化しています。

●理念
リユースモバイル通信端末市場の発展により、多様で低廉な通信サービスが安心で安全に消費者に
提供される社会の形成を目指す。

●ビジョン
リユースモバイル通信端末市場の健全な発展および消費者保護を目的とした安心・安全なリユース
モバイル通信端末流通の促進を行うことを目的とする。

●事業内容
（1）リユースモバイル事業者の認証
（2）リユースモバイル通信端末に関する事業の認知度向上を目指す広報・啓蒙活動
（3）リユースモバイル通信端末事業者における古物営業法等の法令順守のための活動
（4）リユースモバイル通信端末事業に係る関連省庁との連携
（5）関連事業者(キャリア・メーカー・MVNO事業者等)および業界団体との連携
（6）リユースモバイル通信端末事業の健全な発展に関する政策提言
（7）優良かつ透明性の高いリユースモバイル通信端末事業者の育成

（データ管理・不正端末流通防止等に関するガイドライン策定等）
（8）会員相互の連絡と共通する課題の共有
（9）前各号に掲げる事業に付帯または関連する事業

●設立：2017年3月14日 / 一社化2020年4月7日

■正会員企業

他2社

■賛助会員企業

（順不同）

（順不同）
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ヒアリング事項

１．改正法施行以降の中古端末流通市場の動向

２．2020年10月の中古端末のオンラインにおける
SIMロック解除の義務による中古端末市場への影響

３．中古端末の流通に係る課題

４．中古端末認証制度の現状
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リユースモバイル端末市場 3

出典：MM総研「中古スマートフォン市場規模の推移・予測（2020年3月）」

✓ 2020年度以降の中古スマートフォン市場は微増トレンドへ
✓ 2025年度には265万台に拡大と予測

新品スマートフォン出荷台数（2019年11月発表
のMM総研調べ）を100％とした場合の、中古スマ
ートフォン比率を見ると、2015年度から2018年度
は5％前後で推移しているが、2019年度には5.9
％となる見通し。

2020年度以降は上昇傾向となり2025年度に
は9.8％まで拡大と予測。

【中古スマートフォンの定義】
下記条件を満たすスマートフォン販売台数
①一度他人が購入した端末であり、店舗やインターネットを介した売買により取引きされる端末
②有償・無償を問わず家族・友人・知人間での取引は含まない
③キャリアモデル、SIMフリーを含む
④国内で売買される端末のみを含む（海外からの輸入端末等は含まない）

■ ユーザー調査概要
【調査方法】 WEBアンケート調査（プレ調査：24,604件／本調査：1,587件）
【調査時期】 2020年2月

ポイント
①全国規模で店舗網を保有する事業者の参入
②大手キャリアやMVNOによる本格的な取扱い

2025年度には

265万台に拡大と予測
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リユースモバイルジャパン正会員 流通状況 4

構成員限り
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リユースモバイルジャパン正会員 販売台数推移 5

■RMJ リユースモバイル・ジャパン会員企業 実績推移（2021年3月時点）

※対象期間：2017年3月度～2021年3月度（年単位）
※OSを問わず、リユース、リサイクル対象端末スマートフォンの販売金額・販売台数の合計
※国内外、BtoB、BtoCを問わない
※RMJ正会員企業のデータを集計

（台）

2019年10月
電気通信事業法

改正

2019年10月
電気通信事業法

改正

短期的には急伸

（台）

コロナ禍において
前期を上回る
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改正電気通信事業法の施行(2019年10月)後の中古端末販売の状況について 6

改正法施行以降の中古端末流通市場の動向についてRMJ正会員にアンケートを実施

改正法施行以降の中古端末流通市場の動向はどうなっているか

1）買取台数

2）買取価格

3）販売台数

4）販売価格

正会員15社へのヒアリング結果を反映

5) 顧客層

6) 改正電気通信事業について

減少したが40％

上がったが40％

増加したが40％

下がったが37％

広がったが33％

評価するが67％
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改正電気通信事業法の施行(2019年10月)後の中古端末販売の状況について 7

中古端末事業者から寄せられたコメント

・市場が活性化しており今後も一層法改正を消費者の為にお願いしたい。

・テレワーク等の広がりを受けて、オンラインによる需要が伸びた。

・中古最大のメリットである「低価格」が伝わりやすくなった結果、これまで中古を買わなかった層が購入し、安い端末も販売できているため、
結果的に顧客の端末購入の選択肢は広がった。

・一部のユーザーによる短期間でのMNP入転出の繰り返しや不正契約が減少したことから、転売を目的とした持ち込みが大幅に減少したように感じる。

・新品の流通台数の減少は、長期的に見て中古品の流通台数減少につながる可能性もあるため、中古事業者に取ってはマイナス影響もあると考えるが、
一方で携帯電話の公正な取引や日本における中古携帯の健全な流通促進に改正法は確実に貢献したと考えており、成功だったと考えている。

・販売台数が増加し、顧客層の広がりと販売状況好転に寄与していると感じるが、仕入については独自のキャンペーンで無理をして上げている状態。
（キャリア下取りには対抗しきれていない状況）

・モバイル市場の規模に対して二次流通台数が圧倒的に少ない

・新型コロナの影響で取扱量が大きく減っており、改正法施行の影響への判断は難しい。
（買取店への持ち込みについて顧客のモチベーションが下がっていると考える）

正会員15社へのヒアリング結果を反映
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改正電気通信事業法の施行(2019年10月)後の中古端末販売の状況について 8

まとめ

・行き過ぎたキャッシュバック等が抑制され、一部のMNP入転出を繰り返す
ユーザーや不正契約が減少し、改正法は中古端末の健全な流通に確実に
貢献した。

・販売はオンラインを有効活用した事業者が大きく伸ばした。

・コロナ影響により、店舗の休業・運営時間の短縮等により、
相対や訪問機会が大きく減少し、特に「買取の減少」が響いた。

・新型コロナの影響が大きく、純粋な法改正後の検証については、
正確な評価が難しいとの声もあった。
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ヒアリング事項

１．改正法施行以降の中古端末流通市場の動向

２．2020年10月の中古端末のオンラインにおける
SIMロック解除の義務による中古端末市場への影響

３．中古端末の流通に係る課題

４．中古端末認証制度の現状
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中古端末のオンラインにおけるSIMロック解除の義務化による中古端末市場への影響 10

中古端末のオンラインにおけるSIMロック解除の義務化に対するアンケートを実施 1/2

2020年10月の中古端末のオンラインにおけるSIMロック解除の義務化による中古端末市場への影響

1）SIMロック解除端末の買取台数

2）SIMロック解除端末の買取価格

3）SIMロック解除端末の販売台数

4）SIMロック解除端末の販売価格 6）SIMロック解除端末に対する顧客層

5）SIMロック解除の義務化

増加したが46％

上がったが80％ 上がったが69％

増加したが61％

広がったが40％

評価するが100％

正会員15社へのヒアリング結果を反映
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中古端末のオンラインにおけるSIMロック解除の義務化による流通促進影響 11

7）SIMロックの禁止

支持するが

100％
・オンラインでのロック解除は一般の消費者にとってハードルが高い。
・改正電気通信事業法で完全分離となったため、キャリアショップでも端末だけで
購入できるようになっているのにSIMロックをかけつづける必要性を感じない。

中古端末のオンラインにおけるSIMロック解除の義務化に対するアンケートを実施 2/2

正会員15社へのヒアリング結果を反映
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中古端末のオンラインにおけるSIMロック解除の義務化による中古端末市場への影響 12

中古端末事業者から寄せられたコメント

・非常によい流れだと思う

・SIMロック端末による使用制限がなくなり販売者及び購入者の両方ともメリットが増えた。

・完全自由化が出来るように消費者の利益になるように改定して頂きたい。

・販売しやすくなった反面、買取においては意識しているお客様が少ない事を感じる。改正法・SIMロック解除義務化双方一般認知度が低いと感じており、
SIMロック解除が出来るようになったことの顧客認識の低さを感じる

・中古端末のSIMロック解除ができるようになり、端末流通上の制限が減少したことで消費者はもちろんだが法人からの購入希望も増えている。
しかし、現行のオンライン手続き方法は、個人向けの仕様であり、非常に手間がかかるため、事業者や団体向けに円滑な連携ができるように
意見交換や協議の場を設けていただきたい

正会員15社へのヒアリング結果を反映
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SIMロックによる中古端末の流通上の課題① 13

・売る側も買う側もSIMロックが解除されているのかわかりにくい
・手続き方法がわかりにくいためトラブルに発展するケースも

SIMロックに関する消費者の声も多い

Androidの場合（一般例）
設定＞端末情報＞SIMカードの状態でステータスが【許可】になっていればSIMロック解除されている状態となる。
もし【許可】となっていない場合、SIMロックの状態を押すと下部に【更新】と表示されているボタンがあるので
そこを更新すると、他社のSIMが使用できるようになる。（※Wi-Fi環境が必要となるため注意）

・ iOS14以降を搭載したiPhone
1. ホーム画面の「設定」を選択する
2. 「情報」を選択する
3. 「SIM ロック」欄を確認する
「SIM ロックなし」と表示されている場合は、SIM
ロックが解除されています。

iPhoneは設定画面から確認できる

✓SIMロック解除が確
認できるよう義務化す
べきではないか
✓SIMロックをかけない
方が消費者にとって有
益ではないか
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・SIMロック解除端末のバンドが対応しているかわからない
・手続きがわかりにくいため認知度向上や利用促進に影響がある

SIMロックによる中古端末の流通上の課題② 14

SIMロック解除端末のバンドが対応しているかわかりにくい

✓端末ごとに対応バンド/
キャリアの一覧を作成公
開すべきではないか
✓シェアが高いMNOは、
他MNOでも使用できる
ようスマホのバンド対応を
行うべきではないか

スマートフォンにおける “バンド” とは、主に電波の周波数帯を意味しています。
各MNOが使用できる電波は周波数によって細かく区切られており、その区切られた帯
域のことを「バンド」と呼んでいます。

各事業者が第3.9-4世代で使用している周波数帯（総務省資料より）

SIMフリー端末でも、SIMロック解除端末でも、各MNOのバンドに対応していなければ
SIMカードを差し込んでも使用できません。キャリア単位ではなく端末単位でどのキャリア
で使用できるかを端末画面上で表示したり、各MNO、メーカーにて一覧表を作成し、
公開するような対応が望ましい。
また、一定量以上のシェアを持つMNOは、他MNOでも使用できるようバンド対応するこ
とでスイッチングの円滑化やコストダウンにつながるのではないか。
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中古端末のオンラインにおけるSIMロック解除の義務化による流通促進影響 15

まとめ

・そもそもSIMロックは不要（禁止すべき）ではないか。

・SIMロック解除されているか否かがわかりにくいため、端末をひとめみて（電
源を立ち上げた際の画面表示程度で）識別できるような仕様とするよう
義務化いただきたい。

・端末ごとに対応バンド/キャリアの一覧を作成公開すべきではないか。

・MNOは、他MNOでも使用できるようスマホのバンド対応を行うべきではな
いか。
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ヒアリング事項

１．改正法施行以降の中古端末流通市場の動向

２．2020年10月の中古端末のオンラインにおける
SIMロック解除の義務による中古端末市場への影響

３．中古端末の流通に係る課題

４．中古端末認証制度の現状

16



Copyright 2021 一般社団法人リユースモバイル・ジャパン All Rights Reserved.

SLIDE No,

RMJが提言してきた中古端末の流通に係る課題 17

検討・協議の場をいただきたいこと 対象 ポイント・理由

・ネットワーク利用制限の在り方と適用ルールの見直し ・通信事業者
・メーカー

・安全で安心なリユースモバイル端末取引市場の発展に向けて
「使用中に突然端末が使用できなくなる事例が存在する」
⇒善意の第三者が負うリスクの解消

・海外輸出中心型から国内流通量増加検討 ・通信事業者
・仲介事業者

・通信事業者（仲介事業者）による国内流通取引窓口の設置
「公正な取引参加条件の開示」
⇒国内流通促進へ

・リユースモバイル事業者向けの連携窓口の設置/
大口対応
・SIMロック解除の確認方法の簡素化

・通信事業者 ・ネットワーク利用制限確認/SIMロック解除等の大口対応窓口の設置
・インターネット等で簡易的に調べられる方法の提供
「確認方法や解除方法が1台づつしか対応していない」
⇒取引の円滑化、不正の水際防止

・端末機能が備えるデータ消去機能の完全化と義務化
・付帯情報の一括消去対応
（フェリカデータ等）

・通信事業者
・メーカー
・代理店

・キャリアショップ店頭でのデータ消去対応
・メーカーによる製造者責任としての安全性の高いデータ消去機能実装に向けた基準や対応ルール構築
・端末が備えるデータ消去機能だけで消去できないデータへの対応
「今後もデータ連携拡張が予測されるスマートフォンの安全性の担保」
⇒安心安全な機能を備えることによる取引活性化

・リファビッシュ品の定義や国内流通促進に向けた協議
・純正修理部品の調達

・通信事業者
・メーカー

・登録修理業者等がリファービッシュ端末をリユースモバイル事業者へ転売すること等の検討を開始しているが、
端末の国内流通量が少ないことがネック。
・MNOとの間で、中古端末の国内流通に向けた協議を加速することに期待する声が高まっている。
・登録修理業者等が端末の製造業社から純正修理部品を調達する手段の確立も課題。

・C2C取引時における端末の評価基準や安心安全評価
および機能評価に関する基準の明確化
・プラットフォーマー向けガイドラインの整備

・プラットフォーマー ・プラットフォーマーへガイドラインや事業者認証制度の説明を行い、積極的な働きかけと協議の場を設けていく
必要性が高まっている。
「C2C市場の拡大とともにトラブルも増加傾向あり」
⇒端末評価方法や取扱いにおいて注意すべき点等を共通化することで消費者保護に向けた取り組みが強化
促進される。
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中古端末の流通に係る課題 18

中古端末の流通に係る課題に対するアンケートを実施

中古端末の流通に係る課題について
1) 課題対策として継続要否を確認

検討・協議の場をいただきたいこと 必要 不要

・ネットワーク利用制限の在り方と適用ルールの見直し
93.3％ 6.7％

・海外輸出中心型から国内流通量増加検討
73.3％ 26.7％

・リユースモバイル事業者向けの連携窓口の設置/ 大口対応
60.0％ 40.0％

・SIMロック解除の確認方法の簡素化
100.0％ 0.0％

・端末機能が備えるデータ消去機能の完全化と義務化
93.3％ 6.7％

・付帯情報の一括消去対応 （フェリカデータ等）
100.0％ 0.0％

・リファビッシュ品の定義や国内流通促進に向けた協議
・純正修理部品の調達 80.0％ 20.0％

・C2C取引時における端末の評価基準や安心安全評価および
機能評価に関する基準の明確化 73.3％ 26.7％

・プラットフォーマー向けガイドラインの整備
80.0％ 20.0％

2)特に中古端末の流通に係る課題として対応が必要なこと

93.3％

①ネットワーク利用制限の在り方と
適用ルールの見直し

③端末機能が備えるデータ消去機能の完全化
と義務化

②SIMロック解除の確認方法の簡素化

100％

93.3％

④付帯情報の一括消去対応
（フェリカデータ等）

100％

正会員15社へのヒアリング結果を反映
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①ネットワーク利用制限の在り方と適用ルールの見直しについて 19

現在のネットワーク利用制限の適用基準

キャリア/対応 盗難・犯罪行為への対応 債務不履行への対応 不正契約への対応 補償サービス関連

docomo ドコモショップなどの販売店での窃盗
（盗難）や詐欺などの犯罪行為に
より、不正に入手された携帯電話機

代金債務（分割支払金や、端末割引
に伴う違約金等の債務を含む）の履
行がなされていない、またその恐れが高
い携帯電話機

本人確認書類偽造や申込書の記載内
容（お名前、住所、生年月日など）に
虚偽の申告が含まれているなど、不正な
契約により入手された携帯電話機

ケータイ補償サービスにより、補償対象と
なった旧携帯電話機

KDDI 販売店での窃盗（盗難）や詐欺な
どの犯罪行為により、不正に入手さ
れた携帯電話機

代金債務（立替払などに係る債務を
含む）の履行がなされていない携帯電
話機

本人確認書類偽造や申込書の記載内
容（氏名、住所、生年月日など）に虚
偽の申告が含まれているなど、不正な契
約により入手された携帯電話機

交換用携帯電話機お届けサービスで回
収、利用できないことになった携帯電話機

Softbank 窃盗（盗難）や詐欺等の犯罪行
為、その他法令に違反する行為
（携帯電話不正利用防止法違反、
文書偽造等）により不正に取得され
た場合

代金債務（立て替え払いによる分割
支払金債務を含む）の履行がなされて
いない、またその恐れが高い場合

申込書の記入内容（氏名・住居・生
年月日など）に虚偽の事項が含まれて
いる場合

契約申込書に記入された連絡先に対し
当社からの請求書などの郵便物が届か
ない場合

債務不履行および以下のサービスにご加
入の携帯電話機で、水濡れ・全損保証
サービス、盗難・紛失保証サービス、または
配送交換の対象となった旧携帯電話機
（ソフトバンクショップにて回収したものも含
みます）
・あんしん保証パック(i)プラス、あんしん保証パック(i)
・あんしん保証パックプラス、あんしん保証パック
・あんしん保証パックライト
・あんしん保証パック with AppleCare Services

Docomo社： 不正に入手された携帯電話機が「振り込め詐欺」などの犯罪に利用されることを防止する取組みとして、「ネットワーク利用制限」を実施しています。
KDDI社： 不正な契約、不正な取得をされた携帯電話機についてはネットワークへの接続制限を行う場合があります。
Softbank社：ネットワーク利用制限とは、不正契約・不正取得した携帯電話／データ通信端末（以下、携帯電話機と表記）の通信サービスに利用制限を行うことです。

ポイントは 「分割支払金」
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ネットワーク利用制限に関する確認方法

①ネットワーク利用制限の在り方と適用ルールの見直しについて 20

✓ ネットワーク利用制限確認サイトの確認結果表示パターンとリユースモバイルガイドライン基準

表示 状態 説明 リユースモバイル端末事業者

〇 ネットワーク利用制限対象ではない。 ネットワークを問題なく使用可能。 買取・販売ともＯＫ

▲ ネットワーク利用制限対象ではない。
今後、未払いや不正利用などが判明すると、
利用制限対象になる可能性がある。

買取・販売ともＯＫ
※ネットワーク利用制限対象となった場合、
例外なく保証することを定めている

※買取不可・減額等の対応を行うケースが多い

× ネットワーク利用制限対象である。 ネットワークが使えない。 買取不可

― 製造番号が確認できない。
ネットワーク制限状態ではない。一部のSIM
フリー端末などが、これに該当する。

買取・販売ともＯＫ

ポイントは 「▲」
制限対象ではない端末
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①ネットワーク利用制限の在り方と適用ルールの見直しについて 21

端末購入時に分割購入を選択する＝ＮＷ利用制限「▲」

MMD研究所
2019年2月26日に「2019年スマートフォンの支払い方法、利用期間に関する調査」より引用

大手３キャリアで契約する方の

70％以上が▲状態

✓利用しているスマートフォンの支払い方法
大手キャリアの72.6％が「分割」、格安SIMの63.1％が「一括」で購入と回答
通信会社と契約しているスマートフォンを所有する13歳～59歳の男女550人を対象に、
利用しているスマートフォンの支払い方法について聞いたところ、大手キャリアユーザー（
n=420）の72.6％が「分割で購入した」、格安SIMユーザー（n=130）の63.1％が「
一括で購入した」と回答した。

消費者負う不利益

✓ 二次流通時の利用者が負う不利益
二次流通時の利用者にとって、万一NW利用制限が×になってしまうと、
突然スマホが利用できなくなります。
－日常生活（外出中）に突然スマホが使えなくなったら？
－もし旅行先や出張先で突然スマホ使えなくなったら？
－お子様や祖父母に持たせているようなケースで、突然スマホが使えなくなり、
連絡がつかなくなったら？
取返しのつかないリスクにつながる可能性があります。

✓ 一次流通時の利用者が負う不利益
一次流通する端末の70％超が分割購入を選択しており、何年利用した実績が
あろうが、クレジットカードによる支払方法を選択し、信用確認措置がとれていようが
MNOが提供する仕組みでは「▲」状態で表示される。
その結果、買い替え時に下取りや買取に端末を出そうとすると、
－査定額が減額される
－買取を拒否される
といった不利益を受ける事例が発生しています。

RMJでは、万一ネットワーク利用制限がかかってしまった場合は、例外なく交換や返
金を受ける保証を設定して再販しているものの、利用中の二次利用者が負うリスクに
ついては対処方法がありません。
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①ネットワーク利用制限の在り方と適用ルールの見直しについて 22

課題解決に向けて・・・段階的措置としてSIMロック解除ガイドラインとの連携

SIMロック解除に関するルールと同様に「信用確認措置」をもってネットワーク
利用制限▲の対象となる分割購入者も〇に移行する措置をとっていただけな
いか。また確認サイト表示方法も明確に判断できるように改善いただきたい。

▲→○へ

国民生活センターでも
注意喚起を行っている
赤ロム問題

不正は正すべきだが、
大半の優良な消費者に
不利益やリスクを
背負わせている現状は
改善が必要と考えます
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③端末機能が備えるデータ消去機能の完全化 ④付帯情報の一括消去対応 23

✓ 利用者が安全に安心して端末機能やサービスを使用するためには販売者・製造者が責任
をもった仕様・仕組みを構築すべきと考えます。

✓ 近い将来的にマイナンバーカードや運転免許証等の機能搭載も検討されているなかで、
消去を利用者責任とすることは利用者を遠ざける考え方です。

✓ モバイル市場の公正競争促進に向けて協議機会や意見交換を希望します。

非接触型 IC カード情報に関する留意点

多くの端末に内蔵されている非接触型 IC カードは
、クレジットカードやキャッシュカード、あるいは財布等
のような役割を担っている。これらの情報は端末の
所有者である買取依頼者自身でなければ、財布
等の機能の残額移行の手続きができない。

端末機能の初期化（オールリセット）やソフトウェアを使った上書き消去では、

非接触型 IC カード情報は消去できない。

← おサイフケータイのメモリ使用状況

共通領域

58/1275ブロック

0になっていない場合、
ICカード情報が残っている

← データの初期化

この操作を行ってもおサイフケータイの
電子マネー情報等は削除されません
。削除したい場合は、事前にアプリケ
ーションで退会操作をしてください。な
お、おサイフケータイのロックパターンも
削除されません。

初期化操作だけでは消せない メモリ使用状況の確認が必要
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中古端末の流通に係る課題 24

中古端末事業者から寄せられたコメント

・IMEI制限により再販が行えない中古端末が発生する為、中古流通品のIMEIロック解除がリユース事業者で行えれば中古流通量を更に増やす事が
できると考えます。

・キャリアが設けている未払いによる使用制限（赤ロム）を端末に設定するのではなく使用者に設定してほしいと考えます。
2次利用者の端末に使用制限を設ける仕組みは改善が必要かと思います。

・中古市場がより活性化しない事には一般層への正しい一次・二次市場理解には繋がらないと考えます。
国内流通が増える取り組み（利用制限、海外輸出→国内流通増加）に力を入れていきたい。

・ＩＭＥＩの統合的な管理と情報の共有化を検討すべきではないか。

・ネットワーク利用制限の廃止、端末の主要4キャリアのLTEバンド搭載化
（SIMロック解除されていてもLTEバンド非搭載の場合は実質SIMロック状態と同じため）

・修理窓口の多様化や純正・サードパーティに関わらず部品の流通、修理事業に掛かる技適の緩和、FCCやCEとの技適の相互認証。

・製品化（再生工程）のための機能チェックの高度化、複雑化への対応として、情報開示/連携を検討できないか。

正会員15社へのヒアリング結果を反映
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中古端末の流通に係る課題 25

まとめ

RMJとして提言してきた項目を継続して対応していく
特に必要性が高い下記４点の優先順位を高める

・ネットワーク利用制限の在り方と適用ルールの見直しが必要

・SIMロック解除の確認方法の簡素化およびSIMロックの禁止化

・端末機能が備えるデータ消去機能の完全化と義務化

・付帯情報の一括消去対応（フェリカデータ等）
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ヒアリング事項

１．改正法施行以降の中古端末流通市場の動向

２．2020年10月の中古端末のオンラインにおける
SIMロック解除の義務による中古端末市場への影響

３．中古端末の流通に係る課題

４．中古端末認証制度の現状

26



Copyright 2021 一般社団法人リユースモバイル・ジャパン All Rights Reserved.

SLIDE No,

これまでの取り組み

■リユースモバイル・ジャパンの取り組み

27

2018年7月12日 リユースモバイル関連ガイドライン検討会立上げ

検討会（親会） ー 格付け基準等作業部会 －個人情報作業部会 －トレーサビリティ作業部会

2018年12月26日 モバイル市場の競争環境に関する研究会（第5回）事業者ヒアリング

2019年3月8日 リユースモバイルガイドライン記者発表

平成31年3月14日 モバイル市場の競争環境に関する研究会（第10回）事業者ヒアリング

2019年4月25日 リユースモバイル関連ガイドライン検討会 新推進体制キックオフ
検討会（親会） － 格付基準等作業部会 － 認証制度作業部会

4回開催 ５回開催 3回開催 2回開催

海外市場調査
セキュリティ企業
ヒアリング

追加会合
3回開催

2回開催

消費者関連団体
意見ヒアリング

2018年12月26日 モバイル市場の競争環境に関する研究会（第5回）事業者ヒアリング

2019年3月14日 モバイル市場の競争環境に関する研究会（第10回）事業者ヒアリング

5回開催 8回開催 6回開催

2019年11月28日 リユースモバイルガイドライン記者発表

消費者関連団体
有識者
事業者
意見ヒアリング

20180712
プレスリリース 検討会立ち上げ

リユースモバイルジャパンと一般社団法人携帯端末登
録修理協議会にてリユースモバイル関連ガイドライン検
討会を立ち上げ、ガイドライン策定開始。

20190308
記者発表会開催
リユースモバイルガイドライン公表

20191128
記者発表会開催
-リユースモバイルガイドライン改版
-リユースモバイル事業者認証制度発表

３つの作業部会を編成
ー 格付基準
ー 個人情報
ー トレーサビリティ

2019年12月2日 モバイル市場の競争環境に関する研究会（第21回）事業者ヒアリング

2020年6月30日 競争ルールの検証に関するWG（第5回）オンライン会議（RMJ）

2020年10月号(No.98) 国民生活センター「消費者問題アラカルト」寄稿（RMJ）

2020年11月13日 リユースモバイル・ジャパン 事業者認証 記者発表

202010（No,98）
国民生活センター「消費者問題アラカルト」へ寄稿
【執筆者】
粟津 浜一
（一般社団法人リユースモバイル・ジャパン 代表理事）
有馬 知英
（一般社団法人リユースモバイル・ジャパン 理事）

2020年11月12日 和歌山県消費生活センター 和歌山県市町村職員等専門研修
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リユースモバイル事業者認証制度の概要

✓ リユースモバイル・ジャパンは、消費者に今まで以上にリユースモバイル端末を安心安全に購
入・売却いただくことを目的として、「リユースモバイル事業者認証制度」を開始

◆制度目的：
リユースモバイル端末事業者の事業・業務について、「リユースモバイルガイドラインの遵守」 「経営状況の健全性」「適切な
ガバナンスの確立」を審査機関が確認し、リユースモバイル事業 者認証を取得した事業者であることをわかりやすく表示するこ
とにより、消費者に、リユースモバイル端末を安心安全に購入・売却いただくことを目的としています。

◆対象事業者：
RMJ正会員（消費者との間でリユースモバイルの売買を行うリユースモバイル端末事業者）

◆審査基準の概要：三原則
□ ガイドライン遵守 「リユースモバイルガイドライン」に準拠しているか
□ 経営状況（リユースモバイル事業売上・事業実態）
□ ガバナンス 社内における統制環境を整備し、管理体制が整っているか、反社対応等

リユースモバイル事業者認証制度概要

28

◆一般消費者等へのメリット

リユースモバイルガイドライン準拠の事業者が容易に識別できるため、認証取得事業者にて売買いただくことで、
より安心安全にリユースモバイルを購入・売却いただけるようになります。
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リユースモバイル事業者認証制度構成 29

✓ リユースモバイル事業者認証制度は、「リユースモバイル事業者認証」と、リユ
ースモバイルガイドラインのバッテリーのみに特化した認証「リユースモバイル事
業者認証（バッテリー関連）」の２つにより構成

バッテリー認証（追加認証）リユースモバイル事業者認証
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リユースモバイル事業者認証審査委員会と認証スキームの特徴 30

✓ 公正中立な第三者性を確保した認証制度
✓ 罰則規程を設け、高品質で安全性の高い運営が求められる制度設計

リユースモバイル事業者認証審査委員会（認証機関）

・外部有識者は、RMJ理事長が委嘱する
・委員長は、外部有識者の中から、RMJ理事長が指名する
※任期は選任後２年以内に終了するRMJの事業年度の時までとし、再任可能

所属 氏名

明治大学名誉教授 新美 育文 様（委員長）

株式会社野村総合研究所 北 俊一 様

全国消費生活相談員協会 西村 真由美 様

情報通信消費者ネットワーク 長田 三紀 様

一般社団法人リユースモバイル・ジャパン 粟津 浜一

認証スキームと特徴

認証審査委員

| 特徴①

実地確認を行う
（コロナ対策オンライン検査を導入）

| 特徴②
2年ごとの更新制

| 特徴③
公正中立な第三者性を
確保した審査委員会

委員会では、2つの認証の新規・
更新・変更の審査だけでなく、認
証ロゴマークの使用許諾や取消審
査、罰則規定に基づく是正指導、
警告、取消の審査も行う。

| 特徴④
罰則規定を設け、高品
質な運営と維持を要求

認証スキーム

委
員

委
員

委
員

委
員

委
員

外部有識者
RMJ
理事長

オブザーバー

総務省

委員：外部有識者を中心に構成

審査委員会・・・委員5名＋オブザーバーで構成
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リユースモバイルガイドライン認証取得企業 31
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中古端末認証制度の現状 32

中古端末認証制度・リユースモバイルガイドラインに関してアンケートを実施

1）取得予定

2）認証取得難易度

3）認証取得費用

4）認証制度について

5）認証制度の広報活動

6）その他意見

1.認証制度について

・認証取得によってガイドラインに準拠していることは認められたものの、準拠
していることが消費者の中古端末の購入、売却意欲に繋がっていない。

・取得難易度というよりは、取得判断までのハードルが高いと感じる。運営
制限が掛かるイメージもあるため、より大きなメリットを受けれる制度としてい
きたい

・制度だけでなく消費者への認知が進まなければ事業者が取得する経済的
合理性に欠ける。

・具体的に取得店舗からの消費者の声を掲示し啓蒙活動していきたい

取得済27％
申請予定27％

難しい43％

高い43％ 強化すべき86％

評価する86％

正会員15社へのヒアリング結果を反映
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まとめ

・認証制度を評価しているものの、認知度やその効果について
まだ様子を見ている状態の会員も多い

・取得難易度が高いうえ、費用も高額となるため、その効果を得るために
社内や関係者への説得材料を探している状況

・広報活動の強化を求める意見が多く、期待度の高さがうかがえる

・AppleのAIRPプログラムリリースを受け、リファービッシュ品や修理品に対
する扱いについてガイドラインや当該委員会で在り方や対応方針を求める
声が出てきている
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✓ 消費者保護に向けて、
啓蒙・認知度向上に向けた活動の更なる強化

RMJの基本方針と今後の展開について 34

全国消費生活相談員協会、国民生活センター等からのご依頼を受けて
、消費者保護に向けた取り組みに協力

総務省「携帯電話ポータルサイト」
中古端末の売買や、業界としての取り組みに関するコンテンツ提供

 https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/keitai_portal/
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RMJの基本方針と今後の展開について ②RMJが目指す方向性

消費者・関連事業者が幅広く安心して、安全に
リユースモバイル端末取引ができる市場の形成と発展へ

モバイル市場の公正な競争環境の整備に向けたアクション・プランとの連携

ガイドライン遵守・事業者認証制度資格取得促進 アクション・プランとの連携

消費者にとって、分かりやすく、納得感のある料金・サービスの実現と、
安全に安心して取引ができるリユースモバイル市場をめざします。

35

消費者にとって自由で
安心安全なモバイル市場形成へ

関連事業者が消費者にとって
安心安全を第一とした基準遵守

消費者にとって、認証マークが
リユースモバイル端末売買の
安心安全の目印となるように

中古端末を含めた端末流通市場の活性化安心で安全なリユースモバイル市場の発展

モバイル市場の公正な競争環境の整備に向けたアクション・プラン
３つの柱
［第１の柱］ 分かりやすく、納得感のある料金・サービスの実現
［第２の柱］ 事業者間の公正な競争の促進
［第３の柱］ 事業者間の乗換えの円滑化

［第１の柱］ 分かりやすく、納得感のある料金・サービスの実現
④ 中古端末を含めた端末流通市場の活性化

リユースモバイル
ガイドライン

リユースモバイル
事業者
認証制度

市場課題解決に
向けた提言




